
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 伝染性疾病者の入浴の許可 

根拠法令及び条項 公衆浴場法第４条ただし書き 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基+準を公表する場合のみ記載すること。) 

公衆浴場法施行規則第5条 

第1号 温泉を使用する公衆浴場で、その温泉が公衆浴場法第4条に規定す

る伝染病の疾病に対して療養効果があると認められ、かつ、患者用の入浴施

設が別に設けられている場合 

第2号 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設け

られている場合 

34審査基準 

設定年月日 
平成27年 2月 1日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
平成27年 2月 1日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間(１２日 ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
平成27年 2月 1日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
平成27年 2月 1日 

所管部署  健康部  生活衛生課 

備考 法令等の規定において判断基準が言い尽くされている。 

 

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がない

場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 

 


